
木津川市公告第９７号

木津川市山城町森林公園交流拠点リノベーション事業に係る企画提案の提出に関し

て次のとおり公告する。

令和２年７月２７日

木津川市長 河井 規子

記

１ 業務の概要

（１）業務名称 木津川市山城町森林公園交流拠点リノベーション事業

（２）業務内容 別紙「木津川市山城町森林公園交流拠点リノベーション事業 仕

様書」による。

（３）履行期間 契約締結日から令和３年３月１０日（予定）まで

２ プロポーザル参加の条件及び資格

公募型プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たさなけれ

ばならない。

（１）共通事項

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していないこと｡

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

をした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあって

は再生計画の認可がなされていないものではないこと｡

ウ 木津川市暴力団排除条例（平成２４年木津川市条例第３６号）第２条第３



号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者ではな

いこと。

エ 参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に、木津川市又は京

都府の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置（以下

「指名停止措置」という。）がなされていないこと。

オ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に抵触する行為を行っていない者であること。

（２）施工者の資格要件

ア 建築一式工事に係る木津川市における令和2年度建設工事競争入札参加有

資格者で、木津川市内に主たる営業所を置く者であること。

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による建築工事業に

係る特定又は一般建設業の許可を受けていること。

ウ 木津川市建築一式工事の総合点を付与された者で、その点が７５０点以上

の者であること。

エ 主任技術者として建築一式工事に係る監理技術者資格を有する自社と直接

的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を、当該工事施工期間中に、工事現場

に兼任で配置できる者であること。（恒常的な雇用関係とは参加表明時点にお

いて３か月以上継続した雇用関係をいう。）ただし、当該技術者は営業所の専

任技術者を兼ねることはできない。

なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格を記載することがで

きるが、すべての候補者について条件を満たしていること。

３ 手続等

（１）担当課

木津川市マチオモイ部農政課

〒６１９－０２８６ 木津川市木津南垣外１１０－９

電 話：０７７４－７５－１２２０

ＦＡＸ：０７７４－７２－３９００



ＵＲＬ：http://www.city.kizugawa.lg.jp

E-mail：nosei@city.kizugawa.lg.jp

（２）参加申込に係る関係資料及び配布期間等

① 資料名

ア 木津川市山城町森林公園交流拠点リノベーション事業公募型プロポーザ

ル募集要項（以下｢募集要項｣という。）

イ 木津川市山城町森林公園交流拠点リノベーション事業仕様書（以下「仕

様書」という。）

② 配布期間

令和２年７月２７日（月）から令和２年９月１１日（金）まで

③ 入手方法

ア 木津川市ホームページからダウンロードすること。

イ 窓口配布を希望する場合は、下記の場所において受領すること。

所在地：木津川市木津南垣外１１０－９（市役所農政課）

電話：０７７４－７５－１２２０

④ 費 用

③ア・③イ共に無償とする。

（３）参加登録申込書の提出

① 提出期限 令和２年８月７日（金）から令和２年８月１４日（金）まで

午後５時【必着】

② 提出先 木津川市マチオモイ部農政課

③ 提出方法 持参または郵送。

（４）業務受託候補者の特定等

① 参加資格があると認められる提案者の提案書等の書類をもとに総合的な

評価を行い、優先交渉権者（以下「候補者」という。）及び次点候補者を特

定する。

② 提案書が次に掲げる場合に該当するときは、無効とする。

ア 募集要項に示した応募資格を満たしていないことが判明した場合

http://www.city.kizugawa.lg.jp


イ 提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ 募集要項に示した条件に違反又は著しく逸脱した場合

エ 審査の公平性を損なう行為があったと市が認めた場合

オ 応募者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合

カ その他不正行為があった場合

③ 選定結果の通知

文書により通知する。

（５）その他

ア 提出された提案書等は返却しない。

イ 提出された提案書は、提出者に無断で使用しない。ただし、候補者の選定

を行う作業に必要な範囲において複製を作成する。

ウ 詳細は、「募集要項」及び「仕様書」による。

以 上


